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教育の公共性

龝 山 守 夫

はじめに

　公共性概念は，抽象的で多義的概念であるが，

大まかに①国際社会における国家等の連帯にかか

わる価値（平和・国際協調）②国民共同の国家的

価値（国益）（１）③社会構成員の共通の公共的価値

・共通の属性，社会的有用性及び必要性・公正さ

（共同利用等の可能性が構成員に開かれていると

いう意味での公開性）ないし社会構成原理ないし

共同性（２）ないし共同化・連帯性や社会的相互性

等の性格④公共空間及びその秩序を意味したりす

る（３）。

　空間的観点からは，公共性概念は，個人のパー

ソナルな私的なコミュニケーションが行われる空

間（家庭・私圏・親密圏）に対立する社会的コミ

ュニケーションがなされる「公共空間」（公共圏）

を意味する。国家という公共空間内の学校は，本

来公教育を行う，自律性を有する部分的公共空間

である。公共空間は，対外的に閉じられたものと

開かれたものとがあるが，近代的な公共空間は公

開性が要請されるから，近代的な学校は，理念的

には親・地域社会に開かれた公共空間であるが，

現在の日本の学校は，実態としては，いじめ等が

行われても，そのいじめ等を隠ぺいする閉鎖的な

公共空間である。学校という公共空間は，人格教

育・主権者教育等により，個人の私事性に基づく

私教育を施す家庭を「社会の公共性」・「国家の公

共性」に媒介する公共空間である。

　学校における「市民的な教育の公共性」は，

「親等の連帯」つまり「下からの連帯性」を意味

するが，「権威主義的な教育の公共性」は，文部

科学省→教育委員会→教員→子供へと国の統制が

　本稿は，抽象的で多義的でかつ論争的な概念である教育の公共性概念が，マジックワードとし

て子どもの学習権等を規制する恐れがあることを踏まえ，その概念を整理した上でその明確化を

図ろうとするものである。はじめにおいて教育の公共性概念の抽象的で多義的な面の一端を示

し，その整理・明確化の必要性を示す。１において，教育の公共性を公共的空間である学校と把

握し，その内容・構造や歴史的変遷を論じる。２においては，教育の公共性を学校の属性（特

性）・社会構成原理・規範・公共的価値等と把握し，それぞれについて論じる。３においては，

教育の公共性を時代とか自由主義等の思想との文脈との関係で把握し，その相対性を論じる。４

においては，日本における教育の公共性概念の意味や日本における展開等を論じる。結びでは，

個人主義に立脚する民主的社会においては，現代的な市民的教育の公共性の意義が問われるの

で，その内容を明示する。その上で，新たに形成されることが期待される市民社会を基盤とした

学校の再構築を導く原理としての『教育の公共性』の概念を指摘する。
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下に下降する，「上からの教育の公共性」を意味

する。究極的には親に属する教育権から派生する

教師の教育の自由は，子どもの学習ニーズに応え

るべきであるが，実際には教師が校則等により子

どもを管理し，その自主性を許容しないことがあ

る。この場合，子どもの自主性の確保も教育の公

共性の一内容となる。教育の公共性を実体的に把

握すると，学校秩序もその内容となるから，その

秩序維持のため子どもの自己実現の制約が教育の

公共性の名のもとに安易に認められる恐れがあ

る。その制約を回避するには，教育の公共性を関

係的にも見ることが有効であり，その観点から

は，教育の公共性は「子供たちの学習に関する私

的利益の最適調整」とみることもできる。（４）

　この学校ないし教育の公共性は，多様である

が，一応教育の公共性は①学校という公共空間や

教育の社会共同性②子どもの学習権及びそれを充

足する親・国の教育権と教師の教育の自由，教育

の機会均等（学習権保障責任）ないし教育の公開

性③学校における共同体（国・社会）の支配的公

共的価値の習得④教育の主権者形成機能ないし民

主社会形成機能⑤教育の国民統合機能⑥教育の国

民経済発展機能⑦教育による子どもの人格形成な

いし社会性形成機能⑧教育のエリート・労働者・

兵士等の人材育成機能⑨教育の国策遂行機能ない

し統治作用⑩教育の政治的・宗教的中立性⑪教育

の公益性等を含意する，といえる。（５）もっとも学

校ないし教育の公共性は，時代・国・地域・学校

・論者の価値観・視点等により異なる意味を持

つ。

１．公共圏（６）と学校

　まず空間的観点からする，私的空間である家庭

に対して，①人格形成②仕事力の養成③主権者教

育等を担う学校は，公共空間（公共圏）としての

公共性がある。このうち実態的概念ないし社会学

的・記述的意味としての学校という公共圏は，子

ども・親や教職員等の複数の人間が共同して行動

したり，相互に働きかけたりする特定のコミュニ

ケーション構造を持った公共空間である。この学

校という公共圏では，子ども・親や教職員等の学

習活動や教師の教育活動等の範囲は校外活動や部

活動等で拡張したり，休暇・休日等において縮小

したりするから，学校という公共圏は，静態的で

はなく動態的な空間である。すなわちこの学校と

いう公共空間は，子ども相互間や子どもと教職員

等との社会的コミュニケーションが展開される 

場（７）であり，この学校という「社会的領域ない

し社会的空間」（public sphere, public space）は，

学校構成員等の社会的コミュニケーションの性質

の違いやその社会的コミュニケーションが校内で

行われるか校外で行われるかによって，その領域

は，拡大することもありうるし，縮小することも

ありうる（８）ので，学校の機能的領域は明確な境

界を持たない。それなのに学校は，子ども・親や

教職員等が，精神的・物質的交換の多様な形態に

よって結びつけられた社会的単位（機能的部分社

会）（９）であるといえる。

　このような学校は規範的意味を持たない裸の公

共空間である。近代より前の封建的な共同体のよ

うな公共空間では，部分的公共空間である学校は

閉じられた空間である。例えば中世の西洋のカト

リック教会系の学校は，信教の自由を認めない，

カトリック教徒のみを対象とする閉鎖的な学校で

あった。日本の江戸時代の藩校は，武士のみを対

象としていたし，寺小屋は，経済的実力をつけた

商人のための学校であった。一方，近代的な学校

は，子ども等の属性や帰属にかかわりなく広く国

民に開かれた公共空間である。かかる学校は，子

どもが，家庭という私的領域から大なり小なり自

由にアクセスできる社会的領域であり，そこにお

いて親以外の他の学校構成員と向き合いながら，

学習活動等の社会的行為を行う領域である。（１０）
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　これに対して「規範的公共圏としての学校」は，

理念型の学校であり，いじめ等が行われている

「実態的公共圏としての学校」を評価ないし批判

する基準である。この理念的な学校では，自律的

な子どもの人格発達権ないし学習権を充足する教

育がなされる。このように学校は，「事実」とし

ての学校と「規範」としての学校に区別しうる。

２．学校の属性（特性）・学校の構成原理・学

校の規範・学校の公共的価値・学校の正

当化原理等としての公共性

　普通教育を行う学校は，規範的に教育の機会均

等が要請され，すべての子どもに対しても開かれ

た公共圏である。また学校教育の基本原理を教育

の公共性とみることができる。たとえば戦前の日

本において，教育は神権的天皇を頂点とする家父

長制的共同体社会を形成するための国策的教育で

あり，その点に教育の公共性を認めることができ

る。（１１）戦後の学校という公共空間においては，最

高法規である日本国憲法の三大原理である①国民

主権原理や②人権保障および③平和主義を反映す

る主権者教育・人権教育・平和教育が教育の公共

性を有する。

　教育の公共性は，学校の支配的原理でもある。

戦前の国家との関係において，教育は，全体主義

的であり，家族主義的日本国家の戸主である天皇

に従属的で従順な役割を担う，同質の国民を育成

しようとするものであった。（１２）戦後の日本国憲法

は他者の利益を配慮する個人主義（１３条）に立脚

し，個人の価値観の多元性を前提にし，その価値

観の独自性を尊重するものである。教育の公共性

は，異なった価値観を持つ個人が共有しうる公共

的価値，規範，または制度を指し示す言葉とな

る。しかし一方，教育の公共性は，子ども・親の

個別的利益を集約した集合的利益性をも意味す

る。しかしこの集合的利益の同一性を強調する

と，学校内の障害者等の少数派の利益の集約であ

る少数者の利益尊重という公共的価値が見捨てら

れる危険性がある。したがってこれらの者に対す

る配慮は必要であるが，その人たちの中には健常

者等とほぼ同様に扱うべき者も存在するから，彼

らを弱者として画一的に保護の客体・対象と見る

のは，個人の尊厳の観点から妥当でなく，それぞ

れニーズに応じた異なる生活の配慮を求める主体

として学校という公共圏に登場するものとして見

るべきである。この点を考慮して文部科学省の上

からの権威的な教育の公共性に対しては，能動的

な子ども・親の学校参加と教師等との協働による

下からの教育の公共性を対峙させる必要がある。

　一方，国家的公教育の公共性を規範的・制度的

観点からみると，教育の公共性は，人権と統治機

構を構成要素とする近代的・現代的な憲法の下で

は，その公共性は，相異なる子ども・親の教育意

思ないしニーズは，民主的過程を経て統合される

ともいえる。教育の公共性は，その政治的側面に

おいて，政治的に対等な親の政治参加を前提にし

たうえで，教育についての親の異なる教育意思を

民主的に統合化していく過程をも指す。（１３）個人主

義に立脚する多元主義的民主主義論は，対立競合

する多様な親の教育意思が表出され，討議により

その相互調整が図られるとみる。かかる民主制の

政治プロセスは，理念的には多様な教育に関する

自己利益等の実現を図る公正な機会を親に保障し

少数意見を尊重したうえで政策決定する過程であ

るので，教育の公共性を有する。したがって民主

的手続により制定された教育法は，教育の公共性

を有すると一応いえる。

　しかし，民主的過程に基づく教育に関する立法

等の政策決定には，政党国家の下では与党的党派

性があり，その内容の公正さは必ずしも担保され

ない。（１４）すなわちこの民主手続的な多元主義の実

態は，経済団体等の圧力集団的多元主義であり，

そのプロセスは，公共性を担保せず，強固な圧力
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団体（大企業等）が政党・議員・政府等に働きか

け，その特殊利益を実現する手続（過程）でもあ

る。そこで公正な公共性を回復すべく，そのプロ

セスを自由で対等な主体（未組織大衆や組織力の

乏しい少数者をも含む）間の理性的討議（熟議）

により理性的合意を目指すことが要請される。こ

の公平な熟議により政策判断の妥当性を高め，か

つその暫定的な妥当性を事後的に検証し修正して

いく政治的答責性を教育の公共性の原理的基礎と

規範的に捉える必要があろう。（１５）

　しかし「マクロな公共圏（代表の空間）におけ

るレトリックの作用」等を考慮すると，「討議／

熟議（deliberation）という手続的公共性だけで

は教育に関する意思決定を正統化するに不十分で

ある。（１６）そのうえ利害対立の深刻化により，討議

の前に結論が決まっており，理性的な熟議により

教育に関する政治的決定をなすのは，実際上困難

であるし，さらに熟議民主主義が教育の機会均等

・教育の自由等の教育の公共性の実体的価値を確

保しない場合がある。単に熟議がなされればよい

のではなく，熟議により教育についての妥当な政

策決定がなされる必要がある。そのためには民主

的プロセスから独立した教育の機会均等や教育の

公平性等の価値原理等の実体的価値原理を保障す

る違憲審査制等がその民主的プロセスを統制する

必要がある。この司法的統制により子ども・親の

利益ではなく国家・企業の利益となる教育が排除

される必要がある。（１７）

　この民主的プロセスを経て制定された教育法

は，教育行政により具体化される。その具体化さ

れた国家による管理統制的教育は一方的・下降的

命令・指示型であり，国家的公共性を有するが，

親・子どものニーズに応じる教育は，双方的・上

昇的・協働的であり，市民的公共性を有する。

３．教育の公共性の相対性

　市民革命により王政が打倒され，市民の私的領

域が国家権力の介入から保護されるようになり，

公私の区別が観念されるようになった。教育に関

する公私は，領域（学校と家庭）・主体（国と

親）・プロセス（公教育のプロセスと私教育のプ

ロセス）に分けて理解された。この段階におい

て，「国」の「国家性」と「家庭」の「私事性」

が明確になり，個人の人権を保障するため国家権

力の家庭への介入が制限された。親は家庭におい

て国の介入を受けずに，子どものニーズを考慮し

て自己の価値観に基づいて私教育を施すことが出

来る。この場合，家庭の経済状況により教育格差

が生じ，貧しい家庭では子どものニーズに応じた

教育をすることは出来ない。そこで貧しい家庭の

子どもでも教育が受けられる公教育が要請され

る。

　リベラリズム，特に新自由主義は個人意識の多

様性を重視するから，国家的見地からの価値教育

により，多様な子どもの学習権や親の教育権に介

入することを認めない。新自由主義的教育理念か

らすると，グローバル化する経済に適合的な教育

を目指し，教育の規制緩和と各子どもの差異を尊

重する個性主義を標榜して，国家の統制により硬

直化した公教育の「市場化」と親・子どもの「学

校選択の自由」等を重視する「教育の自由化」を

推進すべきことになる。ここにいう市場化とは，

一般の財・サービスに対する需給を調整するよう

にする市場化ではなく，現金取引がなくかつ行政

介入の強い「擬似市場」において「擬似自立学

校」の「教育サービス」に対する「顧客」である

「親・子どもの教育要求」（需要）に対して「企

業的経営方式を導入した学校」の特色ある教育サ

ービスの供給を市場原理の作動によって自動調整

して「学校の教育効率」を向上させようとするも

のである。新自由主義的教育観は，経済における
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「消費者主権」を教育にも適用して，多様な消費

者である個々の親・子どもの声を最大限に教育の

場に反映させて学校に多様で質の高い教育サービ

スを提供させようとするものである。また「能力

主義」と「多文化主義」・「人間や集団のアイデン

ティティの複合性」を組み合わせることにより，

個人・集団の差異を積極的に肯定する。この観点

からすると，非人間的で福祉国家的・官僚的教育

サービスの提供が批判され，消費者である子ども

・親の権利（選択の自由）を尊重すべきことにな

る。市場原理の下では，擬似市場において親・子

どもは，学校が提供する教育サービスを購入する

顧客であり，自己のニーズにそう学校からの教育

サービスを選択して積極的に学校に「参加」する

（学校選択の自由）。その好ましい選択のために

は学校の多様化・学区の弾力化や各子ども・教員

を競争させ，そのパフォーマンスに対する内外の

評価システムによる客観的で中立的な評価（成績

評価基準を標準化する学力テスト・教師のパフォ

ーマンス評価，学校評価等）による格付けが，消

費者である親・子どもの学校選択の情報として有

用である。（１８）

　この立場は，子ども・親の教育ニーズに沿った

学校の自律的経営を要請するから，その自律的経

営により，子どもを多く集めることに成功した学

校に資金を集中的に投入し，グローバル経済の下

で国際競争に勝ち残る戦略的人材を養成する「エ

リート教育」を推進すべきとする。他面，経営に

失敗した学校は，教育市場から退出することにな

る。このように各学校は自己の提供する教育サー

ビスを選択してもらうため，相互に競争してその

サービスの質を高めようとする。その競争の結

果，親・子どものニーズに合致した良質の教育サ

ービスを供給する学校が生き残り，そうでない学

校は競争に敗れ，廃校になる。こうして「教育効

率」に配慮した質の高い「新しい教育の公共性」

が「疑似市場システム」により「結果的」に形成

される。（１９）

　これに対して「主体的な教育の公共性論」は，

社会性のない子供を学校教育により社会・国家の

共通の利益を配慮し実現する社会的責任を引き受

け遂行しうる主体である「公民」を育成すること

によって教育の公共性を実現しようとする。（２０）純

粋に私益を追求する子どもは，公共性を有しない

から，公教育により「政治的および法的存在とし

て，自立，主体性，遵法精神，権利意識，連帯意

識，責任，義務，参加，自治などの『市民的特

性』（civic virtues）」を有する公民（公的人間）（２１）

を形成する必要がある。フランスの共和主義思想

によると，公教育の理念は，「あるべき社会秩序

及び市民」を国家が教育を通じて創出するという

点にある。フランス革命はアンシャンレジームの

政治制度を破壊して，それを民主化すると同時に

カトリック教会等の中間団体から個人を解放し

た。このため従来の社会的紐帯が破壊された以

上，それに代わる「社会の統合原理」として「単

一不可分で非宗教的な共和国という価値秩序」を

必要とした。この共和国の市民を育成する学校教

育，特に公営の義務教育は，このような秩序を生

産する主要な場であった。したがって国家は学校

を通じて子どもに対して共和国的価値教育を行

い，フランス的公民を形成する。（２２）

　社会を個人の利益追求のための道具ではなく，

特定の歴史的共同体と見る「共同体論」は，共同

体との相互作用の中で自己実現が遂行されると考

え，子どもの将来における共同体の中での自己実

現を可能にするため，学校における共同体の支配

的価値観の習得が必要だと主張する。特定の政治

的共同体の歴史・伝統に埋め込まれた善き生の特

殊構想を子どものアイデンティテイの基盤として

保持発展させる共通善の教育によって，子どもに

公共的主体性を身に着けさせようとする。これに

対してこの共同体を共通善が支配的価値である共

同体ではなく，民主的な社会と規定し，そして良
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き生のあり方でなく，その民主的な社会構造を支

える基本原理としての民主制・基本的人権の尊重

やリベラルな信条を，教育を通じて次世代に伝達

しようとするのが，「民主的教育論」である。

　この民主制維持と異なる脈絡で学校が国家・社

会の維持発展にとって有益だとされる立場とし

て，社会で共有されている価値観を次世代に伝達

し，社会の結束を図ろうとする視点から「教育の

統合的機能を重視する立場」がある。この立場

は，共同体の価値観なるものを想定する点で共同

体主義モデルと重なり合うが，子どもの利益を持

ち出さず，むしろ「価値共同体としての共同体の自

己防衛」を強調すると，教育は価値共同体として

の国家・社会の維持を目的とするものとなる。こ

の統合機能は，各子どもの学習権等に対する公共

的制約として機能する。統合機能を重視する立場

でも，子どもが統合される価値共同体なるものを

想定しないで，階層差を超えてすべての子どもた

ちが学校という共通の体験を経て社会に参加し統

合される点に教育の公共性を見出す立場がある。

　さらに教育を「国民経済の発展のための手段」

と考える立場がある。日本の場合，産学協同に批

判的な論者は，子どもの利益より企業の利益が重

視されるのは問題だとする。しかし実社会と遊離

したアカデミックすぎる教育は，社会において役

立たない面がある。社会の経済的発展の一翼を教

育は担うべきであるから，国民経済の発展のため

の手段として教育を利用するのは，有意義であ

る。もっとも子どもの人格形成のための教育を軽

視すべきではない。

　最後に「教育の統治的公共性」として「国家そ

れ自体の生き残りを目的にする立場」がある。こ

の立場では，教育を国民動員による国策遂行のス

テップと位置付ける。ソビエト型社会主義国家や

その変種である毛沢東主義国家，戦前の神勅的天

皇制国家，及び北朝鮮のような独裁国家等におい

ては，その国の政治目標の実現のため，思想良心

の自由を侵害する思想教育がなされた。（２３）

　一方，「公民的共和主義」の場合，教育により

公共の事柄の討議・決定・実行過程に自発的に参

与する資質・能力たる「公民的徳性」を子どもに

培養させる点に，教育の公共性を見出す。

　特定の共同体の支配的価値を子どもに身に着け

させる教育の場合，その教育は親・子どもの価値

決定と衝突することがある。その際，子どもの自

己実現にかかわる事項については，最大限，親・

子どもの価値決定を優先させるべきである。（２４）も

っとも特定の共同体の支配的価値の中で，「普遍

性の高い民主制や人権・制度的保障」等の価値の

場合，その価値を子ども・親の特殊価値に優先さ

せるべきである。例えば公立学校においては，政

教分離の観点から，子ども・親の特殊宗教的価値

が抑制されることがある。

　また教育の社会統合機能ないし国家統合機能の

観点からは，愛国心教育や郷土愛教育が要請され

る。一方，自由・民主的な日本国憲法の下におい

ては，人権主体としての国民が非人格的な日本国

に対する愛国心を自発的に受容することが要請さ

れるから，自由・民主的でない国家政策の手段と

して利用される伝統的・統合的愛国心を学校教育

で子どもに他律的に教え込むのは，党派性を有す

る国家の価値観の受容を子どもに強いるものであ

り認められない。

　一方，郷土愛教育は，子どもが自分の住んでい

る地域に対して一定の理解と帰属意識を持ち，子

ども間にその地域の共同体意識が生まれることを

目指す。この場合に，郷土愛の重要性を説くのは

問題ないが，郷土愛を強制的に教えこむことは，

子どもの内心への介入であり，思想良心の自由の

侵害となる。子どもが自主的に習得した郷土愛と

いう共同体意識は，各子どもの私的利益追求の意

思の単なる集合体ではなく，郷土という地域に対

する連帯感であるが，この部分社会に対する連帯

感は，各地域相互の利害対立があるから，全体社
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会である国全体に対する連帯感である愛国心とは

ならない。したがって私益や社会的利益を超える

国全体の国家的利益のために自己犠牲もいとわな

い愛国心を持たせるためには，私益・社会的利益

を超えた国家的利益に奉仕する公共心を身につけ

させる愛国心教育が必要ともいえる。

　とはいえ戦前のように国が上から強制的に愛国

心等の公共心を公教育により国民に押し付けるの

は，子どもの思想・良心の自由を侵害する。子ど

もが自主的に愛国心等の公共心を身につけるため

には，まず市民社会における学校活動等を通して

他人の利益を尊重する公共心を身につけ，次によ

り広い自治体の利益に関連する公的活動に参加

し，更により広い国全体に関する公的活動に参加

し，その参加のプロセスのなかで利害対立を調整

して国全体の利益を国民が相互に共有する連帯感

が形成される必要がある。

４．日本における教育の公共性

　従来は，教育の公共性という言葉は，「国家的

な教育の公共性」（古い教育の公共性）を意味し

てきた。「古い教育の公共性」は国家にとって有

為な人材を教育により生み出す点にあった。近代

化が遅れた日本においては，徳川家を中心としな

がらも諸藩が分立する分権的徳川幕藩体制下の日

本を欧米列強に対抗できる中央集権的な国民国家

に構築することが日本の植民地化ないし準植民地

化阻止のために早急に必要であった。しかしいま

だに藩意識を残存する国民に国民国家の精神的要

素である愛国心が自発的に形成されることは，期

待できなかった。そこで中央集権的国民国家形成

のため国家権力によって急速に上から，家族国家

的愛国心つまり日本という大家族の戸主であると

ともに現人神である天皇への忠誠心の喚起・養成

が教育勅語に基づく国家的イデオロギー教育によ

って強制的に創出された。この日本独特の偏狭な

愛国心は国民を侵略戦争に動員する精神的契機で

あった。（２５）

　これに対し戦後の立憲民主的な憲法の下におい

て，国民的視点に立った「教育の公共性の基準な

いし指標」は，①人権特に幸福追求権，学習権，

教育権，教育の自由，平等特に教育の機会均等②

父母・住民による学校の民主的コントロール（参

加）である。（２６）この視点に立った教育の公共性に

ついては「実体的公共性」と「手続的公共性」と

に二分し，例えば，子どもの学習権等の人権保障

は「実体（内容）的・価値的公共性」であり，自

由民主的学校運営（学校の民主的運営・教育の地

方分権，学校活動の情報公開，親等の学校参加，

学校の教師の職権の独立など）は「手続的・制度

的公共性」と見うる。（２７）

　教育内容決定権については，教育の公共性を前

提にして，その公共性の担い手が国家であるか国

民（親）であるかが争われた。国家教育権論は，

その担い手を国家として，教育内容にかかわる公

共的なものを民主的な政治過程を通じて個々の国

民の異なる教育意思を統合して，国民全体の教育

意思を形成するとする。これに対して国民教育権

論は，私事の組織化の原理（２８）に忠実に従って，

子どもの学習権から出発して，その学習権を充足

する親の教育権（義務を含む特殊な権利）を導く。

そして私教育においては親が教育内容を決定する

が，教育内容の専門化ないし高度化により親が十

分に子供の学習ニーズに応えられないため，親は

教育内容決定権を専門家である塾の教師や家庭教

師に信託する。公教育においても同じ論理で間接

に教師集団に教育内容決定権を信託するとする。

この私教育との連続線上に公教育を位置づけ，公

教育を私的な親権者集団から信託された，学校と

いう組織化された教師集団の教育とみる。この教

育集団は立法府（国会）が設定した集団教育という

教育手法や学校・学年という教育単位の下で教育

内容を決定する。（２９）そして専門家である教師は子
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どもの学習権を担保すべき親の教育権を信託に基

づき代理行使して真理教育を行う。しかし教師の

行う真理教育は子どもや親の具体的ニーズにこた

える多様な教育ではなく，一般的に子どもの発展

に必要な同一内容の教育である。したがって国民

教育権説が想定する教師が子供や親のニーズを忠

実に実現するという想定は成り立たない。（３０）

　実際は，現代社会における価値の多様化の進展

により子供のニーズが多様化し，その結果その学

習権の内容も多様化し，それを担保する親の教育

権も多様化する。この親・子どもの教育上のニー

ズが教師によって直線的には実現されない。日本

の学校では，文部科学省が教育委員会→校長→教

師のルートを通して学校を統制している。この統

制により教師が多様なニーズを持つ子どもをその

ニーズを尊重しないで画一的に統制して，子ども

の多様な自己決定権・学習権を大幅に制約して，

子どもを些細な面まで管理して学校秩序を維持し

ようとする傾向があった。また子どの欲求・価値

観や能力等の差異を尊重しないで，一斉授業等の

方法で知識重視の詰込み的な画一的教育がおこな

われていた。このような学校における「集団主義

的統制」は，子どもの多様な「個性」を尊重しな

いものである。したがって親の私教育の集合化・

組織化が公教育であったしても，実際上は，日本

の公教育は，全国的な一定の教育内容・水準・方

法を上からトップダウン式に維持する国家的教育

の公共性の性格が強い。

　この国家的教育の公共性を「下からの市民的教

育の公共性」に変えるためには，親や子どもの教

育意思が学校運営に反映される必要がある。その

ためには，子どもを単なる教育客体とみるのでは

なく，学習権・自己決定権の主体として大人ほど

頼りになる者ではないが，できる限りその自律的

な教育主体とみるべきである。ただ，その未熟性

のため適切な学習をしなかったり，学習から逃避

して，遊びに集中したりすることがあるから，パ

ターナリズムの観点から親のサポートは要請され

る。もっとも子どもに対する過保護の傾向がある

日本においては，親のサポートが子どもの自主的

な学習権の行使を阻害する恐れがあるから，親

は，子どもの自主性を十分尊重して教育権を行使

すべきである。また教師が子どもの自主性を尊重

し過ぎて，子どもを放任すると，未熟な子どもに

よる学級崩壊やいじめ，不登校等が生じ，自律的

市民育成をも担う公共圏としての学校の秩序が侵

害されるから，教員は「ソフトなパターナリズ

ム」に基づき子どもに対する適度の統制により子

どもの健全な育成にふさわしい学校環境の維持等

を図るべきである。

　一方，「現代日本において必要とされている教

育内容」・「全国的な教育水準の維持」・「教育の機

会均等」などの観点から，各親の異なる教育意思

が統合された全体的な国の教育意思が，国の学校

運営への関与により実現されることも要請され

る。その国の意思は，党派的利益ではなく，少数

者の利益をも考慮した民主的に形成された全国民

の教育意思である必要がある。そうすると国家が

党派的に中立的立場から，個々の親の異なる教育

意思を民主的に統合して教育内容の大枠を決定

し，その枠内で教育専門家である教員が学校にお

いて子どもの教育ニーズに応じて教育を行い，子

どもの学習権を担保する必要がある。

　この場合，政党が事実上政策を決定する政党国

家の下では，国の教育内容とその具体化である教

育行政に与党の党派的利益が反映される恐れがあ

る。そのような党派的利益に基づく国策的な教育

は，個人主義（憲法１３条）に立脚する日本国憲法

の下においては，許容されない。一方，戦前の教

育は教育勅語により国＝天皇（公）に奉仕する滅

私奉公的態度の国民を養成した。反動として，戦

後，相手の利益を尊重したうえで自己の利益を主

張する個人主義ではなく，相手の利益を犠牲にす

る自己中心主義や社会公共の問題に関心を持たな
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い私生活中心主義が野放図に進展した。これは個

人主義に立脚する民主社会の維持にとって好まし

くない事態である。そこでこのように公益が無視

されていることに危惧して市民の公民としての特

性を積極的に涵養する，ナショナリズム的公共性

を有する国民共同体の重要性を指摘する思潮が生

まれた。（３１）この思潮によると国家が公民養成のた

め，教育により子どもに公民的素養を身に着けさ

せる必要が生じる。この場合教育に対する国家的

介入により子どもの思想・良心の自由を組織的に

侵害することがあるので，学校及び子どもの自律

性を侵害しないように，「市民的教育の公共性」

と「国家的教育の公共性」等の緊張関係を自覚し

た上で（３２）市民の公民性回復のため市民の人権を

侵害しない形で国家が抑制的にシティズンシップ

教育を行うべきである。

　戦前と異なり，自由権のみならず生存権等の社

会権をも保障する日本国憲法の下では，自由を重

視する「個人の自立や市民的自治」を前提とし

た，リベラルな「下からの市民的教育の公共性」

だけでなく，実質的な教育の機会均等をも追求す

る「市民的生存権的教育の公共性」が要請され

る。市民的教育の公共性は，国家権力の教育への

介入の禁止を要請するにすぎないから，家庭の経

済状況により教育格差が生じ，貧しい家庭では子

どものニーズに応じた教育をすることを可能とす

る教育環境への国家の配慮を要請する。そこで貧

しい家庭の子どもでも教育が受けられる無償の義

務教育をも要素とする公教育が要請される。この

「市民的生存権的教育の公共性」は，子どもの学

習権（学習の自由及び教育諸条件整備請求権）に

仕える「文部科学省による教育行政の公共性」を

要請したうえで，何らかの「規範的価値」（親の

学校参加・教職員の学校運営まで包みこんだ民主

主義的学校運営）を自らのうちに含む必要があ

る。また「学校の民主的運営」のみならず校長を

リーダーとする「学校経営の効率性」も，単純な

「経済的効率性」ではなく，「憲法を基準とする

学校運営の公共性」を実現するための「教育の効

率性」が求められる。

　この教育の公共性の担い手は，究極的には親で

あるが，教育の専門化を踏まえると，実際教育の

公共性を形成するのは，子どものニーズに応じた

教育を行う教師集団と子どもとの協働である。そ

して教師集団と子どもの学校における相互作用

は，教育行政が設定した大枠内でなされるから，

教育の公共性の実現のためには，「親・子ども」

と教師集団と「教育行政」との「協働」が必要で

あり，学校の自律性を前提としたうえでの「適切

な役割分担」により「教育の公共性」が実現され

ると解すべきである。

　「教育の公共性」は文部科学省の教育行政によ

るソフトなコントロールを一応認めつつ，独立し

た教育委員会の教育行政，教職員の民主的・自立

的学校運営，PTAの活動等により，「コラボレー

ション的」に形成されるべきである。この新しい

教育の公共性の判定基準として，①学校教育の社

会的有用性もしくは社会的必要性②古い管理主義

的な学校運営でなく，教職員と親・子どもとの協

働に基づく学校③親・地域への学校活動の公開性

④子どもの学習権尊重⑤普遍的憲法価値⑥国際社

会で形成されつつある普遍的な「文化横断的諸価

値」（持続可能性・寛容・共生・平和等）を理念

とする教育等を挙げうる。（３３）

　確かに，これらの基準によって教育の公共性を

判定しうるが，これらの基準のうち中核的な基準

は，教育の第一次的受益者は，国でも親でもなく

子どもであるから，「子どもの学習権」である。

多様な子どもの学習権が尊重されるべきである

が，学校教育は集団教育であるから，その学習権

は異なる子どもたちのニーズの統合の必要性から

一定の制約を受ける。この学校教育には子どもや

親が自主的に積極的に参加することが要請される

が，日本の場合，子どもや親等の自主的・積極的
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な学校参加度が弱い。

　教育の公共性が形成されるのは，主として公立

・私立の公教育の場であるが，教育の機能に着目

すると，私教育も教育の公共性を形成しうる。例

えば公教育を担う公立・私立学校において，文部

科学省の検定を受けた教科書を使用した集団的な

授業がなされるから，異なる教育ニーズを有する

子どもに対してそのニーズに応じた公教育が十分

になされていないから，塾が公立学校等の公教育

を進学教育又は補習教育等により補完している。

したがって塾は，本来は教育の高度化ないし専門

化に対応する家庭の私教育の延長であるが，機能

的には公教育を補完する教育機能を有する。

５．結び

　教育の公共性の概念は，文脈等により極めて多

義的であり，また論者の価値観・視点によっても

教育の公共性の意味や強調点は異なるが，様々な

個性的な価値観を持つ子どもが共生する学校で

は，教育の公共性一般ではなく，現代市民的な教

育の公共性の意義が問われる。

　個人主義に立脚する民主的社会においては，学

校という公共空間の公開性・多元性が重視され，

教育の公共性は，異なる価値観を持つ個性的な子

どもが，共生するためには各意見は異なるが「と

もに」コミットしうる「学校の公共的価値，校

則，学校の民主的運営や学校の意思決定を正統化

していく過程」等を意味する。（３４）そして教育の公

共性は，子ども・親と教師との社会的相互行為に

より形成される動態的な学校空間やその学校の構

成・運営原理等である。全体としての国という公

共空間内では支配的な公共空間とその社会構成原

理等が優位を保つから，国に劣位する，自律的な

学校という公共空間等は，その支配的な公共空間

と対抗しつつ協働する。しかし支配的な公共空間

である国の規範等が自律的な公共空間である学校

を差別・圧迫する場合には，周辺的公共空間であ

る学校は，平和的に国と抗争することになる。学

校という公共空間の自律的運営には，教育専門家

である教師集団の職権の独立や親等の積極的な学

校運営等に対する参加等が必要である。

　現代の日本社会においても，不十分であるが親

・子どもにニーズに応じた市民的学校が形成され

ることが期待されるが，現代日本において学校の

抱える社会問題（いじめ等）が解決されていな

い。これらの社会問題を解決するために，児童・

教員が学校において自主的・実践的に活動するこ

とが期待される。学校における教育の公共性は，

国が構築した教育制度の下で子どもと教師が各自

の学校生活をとおして＜私＞のうちに蓄えたもの

を，一定のルールに基づく他者との相互作用関係

において表出することにより形成される。教育の

公共性の類型として，①市民的教育の公共性，②

国家的教育の公共性（国会における論戦を経た上

で最終的には多数決によって制定された教育法の

下で文部科学省という官僚機構をとおして遂行さ

れる教育プロセス全体）がある。ここにいう「市

民的教育の公共性」は，子ども・親と教職員のつ

くる多様なアソシエーション個体群の活動から形

成され，公教育を担う公立・私立学校の基本的構

成要素をなす。そして「個人の人権と生命の尊重

を基盤とする自由で平等主義的な市民的教育の公

共性」は，「市民革命や市民運動等」により「公

権力と結びついた国家的教育の公共性」から転換

したものである。日本において非営利的，かつ非

政府的な教職員組合やPTA等の活動は見られる

が，それは効率的に活動しているとは言えない。

したがってそれが形成する市民的教育の公共性

は，微力である。しかし子どもの学習権を充足す

る親・教師・教育委員会・文部科学省の横断的な

協働により教育の公共性が形成されることが期待

される。
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教育の公共性

The Public Nature of Education

Morio Akiyama

Abstract
    The public nature of education is an abstract and ambiguous controversial concept. 
Therefore this concept may regulate children’s right to learn as magic words. Therefore, this 
paper is trying to clarify this concept by organizing it.
    At the beginning, I show some of the abstract and ambiguous aspects of public nature of 
education, and show the necessity of organization and clarification. In Part 1, I grasp the 
public nature of education as a school which is a public space, and discuss its contents, 
structure and historical change. In Part 2, I will grasp the public nature of education as 
school attributes, characteristics, social constitution principles, norms, public values, etc. and  
discuss each. In Part 3, I will grasp the public nature of  education  in relation to the times 
and the context of thought such as liberalism, and discuss its relativeness. In Part 4, I will 
discuss the meaning and development of education publicity in Japan. In conclusion, in the 
democratic society based on individualism, the significance of the public nature of 
contemporary civic education is questioned, so clearly indicate its contents. In addition, I 
point out the public nature of education as the principle leading to reconstruction of schools 
based on civil society expected to be newly formed.

Key words: Public nature, Education, Right to learn, School, Public space, Liberalism,
Civil society




